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(57)【要約】
　本発明は、再生炭素繊維を備える紡績糸とその製造方法とを提供する。再生炭素繊維は
、不連続な炭素繊維と選択的に使用される連続した炭素繊維とを含んでおり、寿命末期の
廃棄物や製造廃棄物などの様々な供給源から再生される。製造される前記糸は、必須の強
度および耐久性を発揮し、織物製造、一方向織物製造、単繊維の巻線、ドローイング成形
など、バージン糸が現在採用されている従来の複合材料製造作業のすべてにおいて使用す
ることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再生炭素繊維を含む紡績糸。
【請求項２】
　前記再生炭素繊維が不連続な炭素繊維を含むことを特徴とする請求項１に記載の紡績糸
。
【請求項３】
　連続した炭素繊維をさらに含むことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の紡績
糸。
【請求項４】
　前記再生炭素繊維が、バージンの炭素繊維廃棄物及び回収された炭素繊維廃棄物の少な
くとも１つから得られており、これらの材料の切断または細断によって得られていること
を特徴とする請求項１、請求項２、または請求項３に記載の紡績糸。
【請求項５】
　前記バージンの炭素繊維廃棄物が、多軸織物のトリム、織物の織端のトリム、機械抽出
システムから回収される繊維、連続していたトウ、織物、または一方向織物、の中の少な
くとも一つから得られることを特徴とする請求項４に記載の紡績糸。
【請求項６】
　前記回収された炭素繊維廃棄物が、熱処理、溶媒処理、流動床の使用、および超臨界流
体の使用の中の少なくとも１つによる樹脂マトリクスの除去を通じて、寿命末期および完
成品の複合材料から再生される繊維から得られることを特徴とする請求項４に記載の紡績
糸。
【請求項７】
　前記再生炭素繊維が１．５～２．２ｇ／ｃｍ３（１５００～２２００ｋｇ／ｍ３）の密
度を有していることを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の紡績糸。
【請求項８】
　処理前の前記再生炭素繊維の平均繊維長が４０～２５０ｍｍであることを特徴とする先
行する請求項１から７のいずれか一項に記載の紡績糸。
【請求項９】
　処理前の前記再生炭素繊維の平均繊維長が８０ｍｍであることを特徴とする請求項８に
記載の紡績糸。
【請求項１０】
　前記再生炭素繊維が、規格内および規格外の両方の潜在的な廃棄物の流れのさまざまな
範囲から得られることを特徴とする請求項１から請求項９のいずれか一項に記載の紡績糸
。
【請求項１１】
　少なくとも１つのその他の繊維をさらに含むことを特徴とする請求項１から請求項１０
のいずれか一項に記載の紡績糸。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのその他の繊維が、ポリアルケン、ポリエステル、ポリアミド、ポ
リエーテルスルホンポリマー、および高性能繊維から選択される少なくとも１つの熱可塑
性樹脂を含むことを特徴とする請求項１１に記載の紡績糸。
【請求項１３】
　前記ポリアルケンがポリエチレンまたはポリプロピレンを含んでおり、前記ポリエステ
ルがポリエチレンテレフタレートまたはポリブチレンテレフタレートを含んでおり、およ
び／または前記高性能繊維がＶｅｃｔｒａｎ（登録商標）またはポリマーのＰｅｅｋ（登
録商標）の範疇のポリマーを含んでいることを特徴とする請求項１２に記載の紡績糸。
【請求項１４】
　前記再生炭素繊維が、前記熱可塑性繊維との混合に適した長さであることを特徴とする
請求項１１、請求項１２、または請求項１３に記載の紡績糸。
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【請求項１５】
　前記紡績糸の前記再生炭素繊維含有率が重量で０．１～９９．９％であり、好ましくは
３０～８０％であることを特徴とする請求項１１から請求項１７のいずれか一項に記載の
紡績糸。
【請求項１６】
　少なくとも１つの構造強化繊維をさらに備えていることを特徴とする請求項１から請求
項１５のいずれか一項に記載の紡績糸。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの構造強化繊維が、ガラス、セラミック、または芳香族ポリアミド
を含むことを特徴とする請求項１６に記載の紡績糸。
【請求項１８】
　前記糸が、前記糸の芯を形成するように配置される単繊維および／または繊維の連続ま
たは不連続な撚り線を備える芯糸を有しており、前記芯がステープルファイバーを含む外
装によって包囲されていることを特徴とする請求項１から請求項１７のいずれか一項に記
載の紡績糸。
【請求項１９】
　前記芯がバージンまたは再生炭素繊維を含んでいることを特徴とする請求項１８に記載
の紡績糸。
【請求項２０】
　前記芯が熱可塑性繊維またはその他の強化繊維を含んでいることを特徴とする請求項１
８または請求項１９に記載の紡績糸。
【請求項２１】
　前記外装が、熱可塑性もしくはその他の適切な繊維と混合されている再生炭素繊維、ま
たは再生炭素繊維を含んでいることを特徴とする請求項１８から請求項２０のいずれか一
項に記載の紡績糸。
【請求項２２】
　（ａ）再生炭素繊維材料を切断または細断するステップと、
　（ｂ）必要に応じて、再生炭素繊維材料内に存在するその他の材料から炭素繊維を分離
するステップと、
　（ｃ）繊維を開放および混合するステップと、
　（ｄ）繊維を混ぜ合わせるステップと、
　（ｅ）糸を形成するステップと、
を備えることを特徴とする請求項１から請求項２１のいずれか一項に記載の紡績糸の製造
方法。
【請求項２３】
　前記繊維を矯正するステップをさらに備えており、このステップが、前記繊維を混ぜ合
わせるステップの後で、糸を形成するステップの前に実行されることを特徴とする請求項
２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記繊維を混ぜ合わせる工程が前記繊維のカーディングによって実行される、請求項２
２または請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記カーディングが定置フラットカード機またはローラおよびクリヤカード機により実
行されることを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　カーディングが、回転フラットカード機、コットンカード機、またはシリンダ周囲の周
期的経路をたどる機の頂部にフラットを備える短ステープルカード機により実行されるこ
とを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
　前記シリンダおよびフラットが鋸歯状のワイヤクロスで覆われていることを特徴とする
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請求項２５または請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記カード機が、鋸歯状のワイヤクロスまたはピンを装着されるドッファを備えている
ことを特徴とする請求項２５から請求項２７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２９】
　前記ドッファが、集合形状の繊維からなる布状物内の前記個々の繊維を移動させること
を特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記カード機の供給構造が、リッカインローラに対するフィードローラおよびフィード
プレートの相対的構造を備えていることを特徴とする請求項２５から請求項２９のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項３１】
　前記カーディングされた繊維がスライバー状に形成されることを特徴とする請求項２４
から請求項３０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３２】
　前記スライバーからの糸の形成のその後の工程が、
　（ｉ）前記繊維を平行にし、且つ密に混合するためのドローイングまたはギル整条のス
テップと、
　（ｉｉ）前記繊維の紡績または包み込みのステップと、
を実行することを特徴とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記紡績の工程がリング紡績、摩擦紡績、ラップ紡績、セルフツイストシステム、中空
スピンドル紡績、オープンエンド紡績、または撚りテープ糸のいずれかを備えていること
を特徴とする請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記ギル整条または前記ドローイングの工程は、前記スライバーの軸に沿って平行に前
記繊維を方向付けることを特徴とする請求項３２または請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　加熱区域が、前記繊維をドローイングするためのドラフト構造に含まれることを特徴と
する請求項３２、請求項３３、または請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記ドラフト構造が、樹脂繊維を溶融させる第一の加熱およびドローイング区域と、ポ
リマーがドローイングされながらＴｇを超える温度に加熱される第二の加熱およびドロー
イング区域とを備えていることを特徴とする請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記スライバーが熱結合され、規定の幅の帯状片に切り開かれた後、単独の帯状片とし
て個別に、あるいは複数の帯状片としてまとめて撚り合わされて糸を形成することを特徴
とする請求項３１に記載の方法。
【請求項３８】
　前記繊維を混ぜ合わせる工程が、湿式積層によって布状物を形成して、単位面積当たり
必要とされる質量のシート材料を形成することにより実行されることを特徴とする請求項
２３に記載の方法。
【請求項３９】
　前記シートが規定幅の帯状片に切り開かれた後、単独の帯状片として個別に、あるいは
複数の帯状片としてまとめて撚り合わされて糸を形成することを特徴とする請求項３８に
記載の方法。
【請求項４０】
　結合工程が前記切開動作の前に実行されることを特徴とする請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記カーディングされた繊維が結合によって単位面積当たり必要とされる質量のシート
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に形成され、前記結合が機械結合、化学結合、または熱結合のいずれかを備えていること
を特徴とする請求項２４から請求項３０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４２】
　前記シートが規定幅の帯状片に切り開かれた後、単独の帯状片として個別に、あるいは
複数の帯状片としてまとめて撚り合わされて糸を形成することを特徴とする請求項４１に
記載の方法。
【請求項４３】
　芯糸製造のための請求項２２から請求項４２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４４】
　随意的に、前記カーディングされた繊維が熱結合され、前記熱結合スライバーが熱可塑
性プレプリグ状に形成されることを特徴とする請求項３１から請求項３７のいずれか一項
の方法により製造されるスライバー。
【請求項４５】
　織物製造、一方向織物製造、単繊維巻線または引抜き成形、即ち航空機、自動車、建築
、建造または医療用途、およびスポーツ用品を含む複合用途、即ち電気加熱布材料の使用
を含む、導電用炭素繊維を必要とする材料、または防火障壁または保護衣の使用を含む、
断熱用炭素繊維を必要とする材料、における請求項１から請求項２１のいずれか一項に記
載の紡績糸の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、炭素繊維からの糸の製造のための新規な取り組みに関する。具体的には、本
発明は、再生炭素繊維から得られる紡績糸と、これらの糸の製造方法とを提供する。
【背景技術】
【０００２】
　炭素繊維は、非常に優れた強度に由来して様々な用途で広く使用されてきた。たとえば
、複数の個々の炭素繊維を撚り合わせることで糸（撚り糸）を形成することができ、この
糸は、たとえば織物状に織ることができる。もしくは、炭素繊維糸は、多数のプラスチッ
ク材料のうちいずれかと組み合わせて、巻くか成形するかして、炭素繊維強化ポリマー（
炭素繊維強化高分子）のような複合材料を形成することができる。このような材料は、重
量配分比に対して特に高い強度を有する。
【０００３】
　炭素繊維は、鋼鉄と比べて相当に密度が低いという利点も有し、軽量を必要とする用途
にとっては理想的な材料である。高引張強度、軽量、低熱膨張などの炭素繊維の特性は、
航空宇宙産業、土木建築、軍事、およびモータースポーツ用途に特に有用である。しかし
ながら、同材料が最も広く使用されているのは炭素繊維強化ポリマーである。
【０００４】
　炭素繊維系材料の作製および使用を詳述した従来技術は多数存在する。しかしながら、
上記材料の使用はいくつかの欠点を伴う。たとえば、特定の用途ではコストが問題になり
得る。さらに、有効寿命の末期には、炭素繊維を備える多くの材料が現状では埋立て地で
廃棄されることで、世界的なごみ処理の問題を生じ、さらなる環境問題を生み出している
。
【０００５】
　したがって、本発明者らは、このような廃棄される炭素繊維材料を再生して再利用する
ことによって、廉価な材料を生成し、生じたであろうごみ廃棄の問題の回避に役立てる可
能性について研究してきた。驚くべきことに、これらの材料を効率的に再生できるだけで
なく、布地（織物）としての用途に特に有用な炭素繊維糸を製造するように工程を進める
ことができることも判明した。
【０００６】
　上述したように、従来技術は炭素繊維糸の製造および使用に多数言及しているが、これ
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らの用途はすべて、特定用途のために新たに作製され、通常は連続した（切れ目のない）
フィラメント（単繊維、単繊維で構成された繊維束）として供給される材料、すなわちバ
ージンの炭素繊維（未使用炭素繊維、新材の炭素繊維）を必要とする。再生材料が使用さ
れる従来技術は、ディスクやシート材などの基板の製造に限定される。よって、たとえば
、欧州特許公開第５３０７４１号は、カーボンおよび／またはセラミックファイバーで強
化されたカーボンおよび／またはセラミック複合材料の製造用の繊維基板、特に摩擦円板
とその製造方法とを開示している。裁断廃材の繊維シート材が再生され、上記複合材料の
製造に有用な織物状に再形成される可能性が記載されている。
【０００７】
　代替的には、国際公開第２００７／０５８２９８号は、元の複合材料の廃棄物から製造
される再生複合材料を教示しており、元の複合材料は、マトリクス（母材）と、マトリク
スに含まれる炭素繊維構造とを備え、炭素繊維構造は三次元ネットワーク構造を有する。
再生複合材料は、廃棄材に含まれるマトリクスと同一である、および／または異なるマト
リクスを元の複合材料の廃棄物に補充した後、結果として生じる混合物を混練することに
よって製造される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】欧州特許公開第５３０７４１号公報
【特許文献２】国際公開第２００７／０５８２９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、従来技術は、再生された炭素繊維材料から炭素繊維糸を提供する可能性
について述べておらず、これこそが本発明者らが対応しようとしている欠点である。一般
的には炭素繊維トウ（carbon fiber tow, 炭素繊維のフィラメントの束）と称されるバー
ジンの炭素繊維糸は、連続した単繊維材料を含んでいるのに対して、本発明は不連続な再
生炭素繊維材料での炭素繊維糸の製造に関する。製造される材料は、広範な用途で満足の
いく強度および耐久性を示し、バージンの炭素繊維トウから製造される同等の材料よりも
非常に安価に製造される。また、このような廃棄される炭素繊維製品の再生使用は、大き
な環境上の恩恵をもたらし、ごみ処理問題の緩和に大いに貢献する可能性を有する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（本発明の概要）
　よって、本発明の第一の態様によると、再生炭素繊維を含む紡績糸が提供される。
【００１１】
　本発明の状況では、再生炭素繊維は、有効寿命の末期に達した材料において過去の用途
で使用されてきた炭素繊維であると解釈される。再生炭素繊維は不連続な炭素繊維を含ん
でおり、これらの材料の切断または細断により、寿命末期の廃棄物や製造廃棄物などの様
々な供給源から再生することができる。選択的に、再生炭素繊維は連続した炭素繊維も含
むことができる。
【００１２】
　典型的には、前記再生炭素繊維は、製造の供給経路（パイプライン）の稼働中に再生さ
れる再生バージン炭素繊維、および／または回収された炭素繊維廃棄物、または寿命末期
の製造物または製造廃棄物として完成品の複合材料から再生される炭素繊維を含む再生品
を含む。
【００１３】
　前記再生炭素繊維は、任意の便利な供給源から入手することができる。よって、バージ
ンの炭素繊維廃棄物が、たとえば、多軸織物のトリム（切り落とした部分）、織物の織端
のトリム、機械抽出システムから集められる繊維、細断された連続していたトウ、織物お



(7) JP 2013-519000 A 2013.5.23

10

20

30

40

50

よび一方向織物から得られる。一方、回収された炭素繊維廃棄物（再生品）は、高温処理
または樹脂マトリクスを炭素繊維から分離するその他の適切な手段による樹脂マトリクス
の除去を通じて寿命末期および完成品の複合材料から再生される繊維を含む。
【００１４】
　好ましくは、本発明の第一の態様による紡績糸は、任意の天然または人工ポリマーであ
ってよいが、好ましくは少なくとも１つの熱可塑性樹脂を含むマトリクス繊維と一般的に
称される少なくとも１つのその他の繊維を、追加的に含む。好適な熱可塑性樹脂は、たと
えば、ポリエチレンまたはポリプロピレンなどのポリアルケン、ポリエチレンテレフタレ
ートまたはポリブチレンテレフタレートなどのポリエステル、ポリアミド、ポリエーテル
スルホンポリマー、または高性能な繊維を含むことができ、その例が芳香族ポリエステル
であり、液晶ポリマーから紡がれるＶｅｃｔｒａｎ（登録商標）と、ポリマーのＰｅｅｋ
（登録商標）の範疇のポリアリルエーテルエーテルケトンである。
【００１５】
　本好適な実施形態で使用される再生炭素繊維は、その他の繊維との混合に適した長さに
することができる。典型的には、前記再生炭素繊維は４０～２５０ｍｍの範囲の長さであ
るが、最も好ましい長さは８０ｍｍである。紡績糸の再生炭素繊維含有率は、重量で０．
１～９９．９％、好ましくは３０～８０％とすることができる。
【００１６】
　本発明の第二の態様によると、再生炭素繊維を備える糸の製造方法が提供される。前記
方法は、
（ａ）再生炭素繊維材料を切断または細断するステップと、
（ｂ）必要に応じて、再生炭素繊維材料内に存在するその他の材料から炭素繊維を分離す
るステップと、
（ｃ）繊維を開放および混合するステップと、
（ｄ）繊維を混ぜ合わせるステップと、
（ｅ）糸を形成するステップと、
を備える。
　任意で、必要に応じて、前記工程は繊維を矯正するステップをさらに備え、このステッ
プは、繊維を混ぜ合わせるステップの後であって、糸を形成するステップの前に実行され
る。
【００１７】
　繊維を混ぜ合わせる工程は好ましくは、繊維のカーディング（梳綿）によって実行され
る。カーディングは回転フラットカード機やローラおよびクリヤカード機などのカード機
（梳綿機）の使用を含むあらゆる標準的なカード技術（カーディング技術）によって実行
することができる。クリヤカード機は、ステープルファイバー（スフ）よりも長く従来か
らカーディングに利用されてきており、梳毛、半梳毛、および紡毛カード機として周知で
ある。しかしながら、好ましくは、カーディングは定置フラットカード機により実行され
る。
【００１８】
　次に、前記カーディングされた繊維は、機械結合、化学結合、または好ましくは熱結合
などの当分野において周知な任意の適切な結合技術を用いて結合することにより、単位面
積当たりで必要とされる質量を有するシート状に任意に形成される。特定の用途毎に適し
た単位面積当たりの比重は、生成されるべき糸の品質と糸の数とを必然的に含むパラメー
タ（変数）を参照して決定される。次に、前述のシートは規定された幅の帯状片（ストリ
ップ）に切り開かれ、単独の帯状片として個別に、あるいは複数の帯状片としてまとめて
撚り合わせて糸を形成することができる。特定の実施形態では、帯状片は紡織や編成など
の後の処理動作にとって十分な強度を有しているため、布状物（web，クモの巣状に入り
組んだもの）の熱結合は撚りが必要とされない程度まで実行することができる。
【００１９】
　代替的には、前記カーディングされた繊維は、スライバー状に形成することができる。
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糸形成の以後の工程は、随意的ではあるが、
（ｉ）繊維を平行にし、密に混合するためにドローイング（引き抜き）またはギル整条す
るステップと、
（ｉｉ）繊維を紡績または包みこむ（ラッピングする）ステップと、
を実行することができる。
【００２０】
　好ましくは、前記紡績動作はリング紡績、摩擦紡績、ラップ紡績、またはその他の周知
の工業用紡績システムで構成することができる。
【００２１】
　別の構成では、上述したように、前記カーディングされた繊維から形成されるスライバ
ーは熱結合され、規定の幅の帯状片に切り開かれ、単独の帯状片として個別に、あるいは
複数の帯状片としてまとめて撚り合わされ、糸を形成することができる。別のオプション
としては、たとえば、加熱ローラまたは炉などの熱環境によるスライバーの処理によって
熱可塑性のプレプリグ状に形成される熱結合スライバーが提供される。
【００２２】
　別の実施形態では、繊維を混ぜ合わせる工程が、湿式積層の工程により布状物を形成す
ることによって実行される。炭素繊維が流体、好ましくは水内で混ぜ合わされ、その後、
少なくとも１つのその他の繊維（キャリア繊維）とその複合物とを有する媒体が、長網抄
紙機による工程と類似の工程において単位面積当たりで必要とされる質量のシート材料を
形成するために、有孔スクリーンまたは透過性基板上に均一に蒸着される。そのように形
成されたシートは、追加の結合段階なしに帯状片状に切り開かれるのに十分な一体性を有
することができる。もしくは、結合または結合段階を使用することもできる。次に、その
ようにして形成されたシートは、上述したように、規定幅の帯状片に切り開かれ、単独の
帯状片として個別に、あるいは複数の帯状片としてまとめて撚り合わされて、糸を形成す
ることができる。
【００２３】
　本発明の別の実施形態では、芯糸の製造が提供される。前記糸は、糸の芯（中心材）を
形成するように配置される単繊維（フィラメント）および／または繊維（ファイバー）の
連続または不連続な撚り糸（撚り線）を備えており、前記芯がステープルファイバーを含
む外装（鞘部）によって包囲される。したがって、本発明の第一の態様は、再生炭素繊維
を備える紡績糸もまた提供しており、前記糸は芯糸を備えることができる。上記実施形態
では、芯はバージンまたは再生された炭素繊維を備えることができ、外装は再生炭素繊維
または熱可塑性またはその他の適切な繊維と混合した再生炭素繊維を含む。もしくは、芯
は熱可塑性繊維またはその他の強化繊維を含むことができる。したがって、本発明の第二
の態様の方法は、芯糸の製造に利用することができる。
【００２４】
　本発明の第二の態様の方法で利用される再生炭素繊維は、好ましくは、寿命末期の廃棄
物や製造廃棄物などの各種の供給源から再生される不連続なバージンの炭素繊維から構成
される。
【００２５】
　好ましくは、本発明の第二の態様の方法により製造される紡績糸は、上述したように、
好ましくは少なくとも１つの熱可塑性樹脂を備える他の（マトリクス）繊維を追加で含む
。本好適な実施形態に使用される再生炭素繊維は、マトリクス繊維と混合するために適し
た任意の長さとすることができる。
【００２６】
　好適な実施形態では、再生炭素繊維を備える糸の前記製造方法が、炭素繊維とその他の
繊維の混合からの糸製造を備え、前記製造は、繊維の開放および混合工程中にこれらの繊
維を最初に混合することによって達成することができる。あるいは繊維は以後の撚り合わ
せまたは紡績動作中に混合することができる。
【００２７】
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　本発明の実施形態を添付図面を参照して以下にさらに説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の第二の態様の方法による再生炭素繊維の処理に適した典型的な定置フラ
ットカード機の図である。
【図２】本発明の第二の態様の方法による、各種廃棄物の流れからの炭素繊維の処理に適
した典型的な供給システムの幾何的配置を示す。
【図３】本発明の第二の態様の方法による工程で動作するカード処理機によって生成され
るスライバー内の繊維の好適な方向（向き）を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
（発明の詳細な説明）
　好適な実施形態では、本発明は不連続な再生炭素繊維を使用する紡績糸およびその製造
方法を提供することにより、従来技術で知られていない製品および方法を提供する。上述
したように、前記不連続な再生炭素繊維は、通常、再生バージン炭素繊維および／又は回
収された炭素繊維廃棄物または再生品を含む。
【００３０】
　再生バージン炭素繊維の好適な供給源は、たとえば、以下の通りである。
・多軸トリム－切断する必要のない多軸工程から直接入手可能である。
・織物の織端－炭素繊維は、別個の工程により織物機上または織物機外のいずれかで織物
の織端から機械的に分離することができる。
・抽出廃棄物－吸引廃棄物は、織物機およびその他の処理機器から入手可能である。
・連続したトウ－ほつれの残余および部分包装材の端部は、正しい長さに細裁して、必要
に応じてカーディングすることができる。
・織物－織物は、ほつれの端部やトリムの廃棄物など、およびそれによって再生される炭
素繊維から分離することができる。
【００３１】
　再生品の場合、炭素繊維は、樹脂マトリクスを炭素繊維から分離する標準的な工業用工
程により、ポリマーマトリクスを含む寿命末期の廃棄材料から抽出される。この工程は通
常、熱処理、溶媒処理、流動床の使用、および超臨界流体の使用のうち少なくとも１つを
含む。
【００３２】
　本発明の第二の態様による、本発明の第一の態様の紡績糸の製造方法に適した再生炭素
繊維は好ましくは以下の特徴を含む。
・密度＝１．５～２．２ｇ／ｃｍ３（１５００～２２００ｋｇ／ｍ３）
・処理前の平均繊維長＝４０～２５０ｍｍ
・規格内および規格外の両方の潜在的な廃棄物の流れのさまざまな範囲から得られる再生
炭素繊維
【００３３】
　本発明の第二の態様による方法では、再生炭素繊維は、カーディング工程前にその他の
繊維と混合することができる。これらの繊維は天然または人工ポリマーから製造し、完成
品の複合材料内の樹脂マトリクスの一部を形成することができる。完成品の複合材料にお
いて特定の性能特性を達成するために、ガラス、セラミック、パラアラミド（芳香族ポリ
アミド）などの他の構造強化繊維も追加することができる。
【００３４】
　カーディング（カード処理）は本発明の第二の態様による方法における重要な段階であ
り、従来知られている工程であって、これにより類似のあるいは異なる繊維の塊を個々の
繊維に分離して、結合して膜状のウェブ（web、布状物）を形成した後、カードスライバ
ーと称される捩じりのない綱形状に強化することができる。
【００３５】
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　回転フラットカード機は、再生炭素繊維の処理に採用されることができる。しかしなが
ら、本発明の好適な実施形態では、定置すなわち固定フラットカード機が、図１に示され
るように、この目的で採用される。上記の定置フラットカード機では、フラットは、入口
（Ｎ１）と出口（Ｎ２）の間で機の頂部に配置される。動作時、繊維の１巻きは、単位面
積当たりの質量（ＱＬ）を低減して繊維をシリンダに配送する（Ｑ３）リッカイン（Ｑ４
）に供給される。シリンダおよびフラットは、鋸歯状のワイヤクロス（すき網）で覆われ
る。シリンダの回転運動により、両面の鋸歯状のワイヤクロスは、繊維の塊がカード機の
出口に移動する際に繊維を個別化することができる。鋸歯状のワイヤクロスを装着する、
もしくは、ピンを設けることもできるドッファ（剥ぎ取り円筒）は、集合形状の繊維の布
状物（すなわちカードウェブ）内の個々の繊維を移動させる。次に、この布状物はスライ
バー状に強化することができる。
【００３６】
　フラットの動作により廃棄される一部の繊維が除去される。従って、回転フラットも使
用可能であるが、部品の作用面の間の繊維の蓄積を回避するように、表１に示されるよう
な仕様の鋸歯状のワイヤクロスを有することのできる固定フラットが好ましい。高強度、
高係数、ピッチベースなど、鋸歯状のワイヤクロスの仕様は実際には具体的なマトリクス
繊維または炭素繊維の変形に合わせて選択することができる。
【００３７】
【表１】

 
【００３８】
　よって、代替的な実施形態では、シリンダに関するパラメータは、すくい角が１５度、
高さが３．１２ｍｍ、歯密度が３９４である。
【００３９】
　以下、図２を参照すると、カード機、すなわち、フィードローラおよびフィードプレー
トへの供給構造の幾何的形状が示されている。重要な点として、リッカインローラに対す
るフィードローラおよびフィードプレートの相対的配置は、特定の廃棄物の流れから炭素
繊維を適切に処理するように正確に修正されるべきである。よって、リッカインと炭素繊
維との接触点は、繊維長の短縮や炭素繊維のその他の損傷を回避するために、フィードロ
ーラおよびフィードプレートの挟持線（挟み込み線）から十分に距離を置くことが重要で
ある。
【００４０】
　上述したように、様々な紡績システムを糸処理に利用することができる。先に明記した
システムに加えて、セルフツイストシステム（自己加撚紡績）、中空スピンドル紡績、オ
ープンエンド紡績、撚りテープ糸などに言及することができる。
【００４１】
　シリンダが機方向（すなわち、材料の流れ方向）への繊維の方向性および矯正を助ける
浅い鋸歯状ワイヤで覆われる所定のカーディングシステムを使用する際、繊維の満足のい
く向きは、カード機から得られるスライバー内で達成することができる。適切な向きを図
３に示す。この向きにより、以後の下流のギル整条またはドローイングで繊維をより容易



(11) JP 2013-519000 A 2013.5.23

10

20

30

40

50

に平行に向けて、スライバー軸に沿った繊維のほぼ完全な矯正および配列を達成すること
ができる。
【００４２】
　上記ドローイング工程では、繊維をドローイングするためのドラフト構造（ドラフティ
ング構造）に加熱区域を含めることによって、炭素繊維の向き（方向性）をより好ましく
向上させることができる。好ましくは、２つの加熱区域が採用される。第一の加熱および
ドローイング区域は樹脂繊維を溶融させるために供され、これにより、ドローイングする
間に炭素繊維とポリマーマトリクスとを互いに結合させる。第一の加熱区域を出ると、　
この材料は冷却されてから第二の加熱およびドローイング区域に入り、そこでドローイン
グされながらＴｇ（ガラス遷移温度）を超える温度で加熱される。
【００４３】
　この工程は熱可塑性人工繊維の溶融紡績工程の適用であり、ポリマーは溶融状態に加熱
され、押出し成形中、ドローイングによって薄くされる。次の冷却後に、ポリマーは、第
二の加熱段階に入り、さらにドローイングされる。この手順の目的は、ポリマーチェーン
（高分子の鎖）を高度に整列させることである。繊維を整列させるために、繊維間のせん
断力を生成しなければならないことが公知である。従来のドローイング動作では、これは
繊維間の摩擦接触によって達成される。しかしながら、溶融ポリマーマトリクスなどの粘
性液状媒体では、さらに大きなせん断力を生成することができる。したがって、ドローイ
ング動作中、溶融した粘性ポリマーの抵抗が、炭素繊維がポリマー鎖とほぼ同じように挙
動するように、より大きなせん断力を生成して炭素繊維を平行に方向付ける。
【００４４】
　撚りのない糸の直接紡績のために、上記工程を利用することができる。これは、仮撚り
装置を、仮撚り装置の下方に一対の配送ローラを備えたドラフティングシステムの出口に
配置することによって達成することができる。ドローイングされた材料はドラフティング
システムを出る際、繊維比質量偏差を増大させて、より優れた撚りのない糸を形成するた
め、さらに大きな圧縮を加えるように仮撚りすることができる。ドローイングの度合いと
、仮撚りと、を適切に組み合わせることによって、軽量複合材料にとって恩恵の大きい非
常に優れた糸を製造することができる。
【００４５】
　本発明の紡績糸および方法は、従来技術を超えるいくつかの改良点を発揮する。まず、
最初の使用行為から生成される廃棄物の炭素繊維と、寿命末期および完成品の複合材料か
ら回収された炭素繊維の再使用のための方法が提供される。また、バージンの炭素繊維材
料を再生炭素繊維からのステープル紡績糸に置き換える機会を提供することによって、最
終消費者への貴重な恩恵の提供が促進される。さらに、炭素繊維の市場での適用範囲が、
他の低コスト強化材料の置換を通じて拡大される。
【００４６】
　再生炭素繊維からのステープル紡績糸は必須の強度および耐久性を発揮し、織物製造、
一方向織物製造、単繊維の巻線、引抜き成形など、バージン糸が現在採用されている従来
の複合材料製造作業のすべてにおいて使用することができる。また、糸は以下の用途で適
用される。
・航空機、自動車、建築、建造または医療、およびスポーツ製品を含む複合用途。
・電気加熱布材料などの導電用炭素繊維を必要とする材料。
・防火障壁や保護衣などの断熱用炭素繊維を必要とする材料。
【００４７】
　本明細書の説明および請求項全体を通じて、「備える」および「含む」という文言およ
びその変形は「含むがそれに限定されない」を意味し、他の成分、添加物、構成要素、整
数、またはステップを除外することを目的としていない。本明細書の説明および請求項全
体を通じて、文脈上他の意味に解すべき場合を除き、単数物は複数物を包む。特に、不定
冠詞が使用される場合、文脈上他の意味に解すべき場合を除き、明細書は単数だけでなく
複数も企図すると理解すべきである。
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【００４８】
　本発明の具体的な態様、実施形態、または実施例と併せて記載される特徴、整数、特性
、化合物、化学成分または基は、相反しない限り、本明細書に記載の他の態様、実施形態
、または実施例に適用可能であると理解すべきである。本明細書（添付の請求項、要約書
、および図面を含む）に開示されるすべての特徴、および／または開示されるすべての方
法ステップまたは工程は、上記特徴および／またはステップの少なくともいくつかが互い
に排他的である組み合わせを除く任意の組み合わせで組み合わせることができる。本発明
は、上記実施形態の詳細に限定されない。本発明は、本明細書（添付の請求項、要約書、
および図面を含む）に開示される特徴の新規の組み合わせ、またはそのように開示される
方法ステップまたは工程の新規な組み合わせに拡大される。
【００４９】
　読者の注意は、本願に関連して本明細書と同時または本明細書より先に提出され、本明
細書で公的審査に対して公開されるすべての書類および文書に向けられ、上記書類および
文書の内容は引用により本文書に組み込まれる。

【図１】

【図２】

【図３】
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